
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
提
出

質

問

第

二

六

号

安
倍
内
閣
の
憲
法
観
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

緒

方

林

太

郎
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安
倍
内
閣
の
憲
法
観
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
倍
内
閣
総
理
大
臣
は
、
御
自
身
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
、
憲
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
憲
法
改
正
が
必
要
と
考
え
る
理
由
と
し
て
、
次
の
三
点
を
指
摘
し
ま
す
。

ま
ず
、
憲
法
の
成
立
過
程
に
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
日
本
が
占
領
下
に
あ
っ
た
時
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
司
令
部
か
ら
『
憲
法
草

案
を
作
る
よ
う
に
』
と
指
示
が
出
て
、
松
本
烝
治
国
務
大
臣
の
も
と
、
起
草
委
員
会
が
草
案
作
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し

た
。
そ
の
憲
法
原
案
が
昭
和
二
十
一
年
二
月
一
日
に
新
聞
に
ス
ク
ー
プ
さ
れ
、
そ
の
記
事
、
内
容
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
司
令
官

が
激
怒
し
て
『
日
本
人
に
は
任
す
こ
と
は
で
き
な
い
』
と
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
民
生
局
長
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
憲
法
草
案
を
作
る
よ
う
に

命
令
し
た
の
で
す
。

こ
れ
は
歴
史
的
な
事
実
で
す
。
そ
の
際
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
は
部
下
に
『
二
月
十
二
日
ま
で
に
憲
法
草
案
を
作
る
よ
う
』
に

命
令
し
、
『
な
ぜ
十
二
日
ま
で
か
』
と
尋
ね
た
部
下
に
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
は
『
二
月
十
二
日
は
リ
ン
カ
ー
ン
の
誕
生
日
だ
か

ら
』
と
答
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
そ
の
後
の
関
係
者
の
証
言
な
ど
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

草
案
作
り
に
は
憲
法
学
者
も
入
っ
て
お
ら
ず
、
国
際
法
に
通
じ
た
専
門
家
も
加
わ
っ
て
い
な
い
中
で
、
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト

が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
の
憲
法
策
定
と
リ
ン
カ
ー
ン
の
誕
生
日
は
何
ら
関
係
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
月
十
三
日
に

一



Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
日
本
側
に
急
ご
し
ら
え
の
草
案
が
提
示
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
日
本
国
憲
法
草
案
と
な
っ
た
の
で
す
。

第
二
は
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
六
十
年
が
経
ち
、
新
し
い
価
値
観
、
課
題
に
対
応
で
き
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
当

時
は
想
定
で
き
な
か
っ
た
環
境
権
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
権
利
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
第
九
条
で
は
『
自
衛
軍
保
持
』
を
明
記
す
べ
き
で
す
。
地
方
分
権
に
つ
い
て
も
道
州
制
を
踏
ま
え

て
、
し
っ
か
り
と
書
き
込
む
べ
き
で
す
。

第
三
に
憲
法
は
国
の
基
本
法
で
あ
り
、
日
本
人
自
ら
の
手
で
書
き
上
げ
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
新
し
い
時
代
を
切
り
拓
い

て
い
く
の
で
す
。

憲
法
前
文
に
は
『
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意

し
た
』
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
世
界
の
国
々
、
人
々
は
平
和
を
愛
し
て
い
る
か
ら
日
本
の
安
全
、
国
民
の
安
全
は
世
界
の

人
々
に
任
せ
ま
し
ょ
う
と
い
う
意
味
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

普
通
の
国
家
で
あ
れ
ば
『
わ
た
し
達
は
断
固
と
し
て
国
民
の
生
命
、
財
産
、
領
土
を
守
る
』
と
い
う
決
意
が
明
記
さ
れ
る

の
が
当
然
で
す
。
」

こ
の
認
識
を
安
倍
内
閣
と
し
て
も
共
有
し
て
い
る
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


